
表－6 2013 年度草の根・人間の安全保障無償資金協力案件 

案 件 名 
新疆ウイグル自治区且末県奥依亜依拉克鎮中心病院建設計画 
貴州省黎平県羅里郷上水道整備計画 
河南省沈丘県淮河村庄浄水装置設置計画 
内蒙古自治区フフホト市土黙特左旗秦家営村衛生室建設計画 
新疆ウイグル自治区ブルチン県窩依莫克郷第二中学食堂建設計画 
新疆ウイグル自治区奇台県七戸郷衛生院医療設備整備計画 
新疆ウイグル自治区視覚障害者教育改善計画 
青海省民和回族土族自治県中川郷中心学校校舎修築計画 
北京市環境法律研修事業支援計画 
広西チワン族自治区百色市平果県四塘鎮印山村禄朴屯灌漑水施設改修計画 
広西チワン族自治区来賓市金秀ヤオ族自治県金秀鎮金田小学校学生宿舎建設計画 
遼寧省鞍山市海城市孤山鎮秦家小学校建設計画 
遼寧省撫順市清原満族自治県南山城鎮中心幼稚園建設計画 
江西省九江市彭澤県天紅中心完小学校中日友好総合棟建設計画 
中国流動人口に関する公共サービス計画 
河北省懐来県瑞雲観郷横嶺村上下水道整備計画 
広東省韶関市乳源ヤオ族自治県桂頭鎮紅嶺村農村道路舗装計画 
黒龍江省牡丹江市海林市新安朝鮮族鎮東和村給水設備整備計画 
山西省環境保全と農村生活改善のための緑化事業計画 
安徽省六安市金安区施橋鎮皮塘村総合整備計画 
雲南省元陽県南沙鎮大沙バ村委会上水道整備計画 
雲南省麻栗坡県天保鎮分水嶺小学校学生宿舎建設計画 
吉林省松原市長嶺県仁愛養老院建設計画 
江蘇省南京市六合区竹鎮鎮大泉村梅営組生活汚水処理計画 
福建省寧徳市周寧県七歩鎮七歩村飲用水施設建設計画 
北京農民工権利保護調停員育成計画 
海南省五指山市番陽鎮毛組二、三村飲用水施設建設計画 

 
 

 

 
※注) 1. 年度の区分および金額は原則、円借款および無償資金協力は交換公文ベース、技術協力は予算年度の経費実績ベースによる。 

2. 2009年～2012年度の技術協力においては、日本全体の技術協力の実績であり、2013年度の日本全体の実績については集計中であるため、JICA実績のみを示している。 
(  )内はJICAが実施している技術協力の実績および累計となっている。 

[5] 東ティモール 

主要経済指標等（2012年） 表－1 我が国の対東ティモール援助形態別実績（年度別） 
●人口 ··········································································· 115万人 
●ＧＮＩ総額 ························································ 49.71億ドル 
●ＧＮＩ一人あたり ················································ 3,980ドル 
●経済成長率 ····································································· 8.3％ 
●失業率············································································· 4.0％ 
●対外債務残高 ······································································· － 
●援助受取総額（支出純額） ································ 2.83億ドル 
●ＤＡＣ分類 ···················································· 後発開発途上国 
●世界銀行分類 ················································· iii／低中所得国 
出典）WDI（世界銀行）等。詳細は解説参照 
 

ミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）代表的な指標 過去データ 最新データ 
●目標１：１日1.25ドル未満で生活する人々の割合 ·····································································································      － － 
●目標２：初等教育における純就学率 ··························································································································· 66.8％(2005) 90.9％(2011) 
●目標３：初等教育における男子生徒に対する女子生徒の比率（男子を１とした時の女子の人数） ··················· 0.93人(2004) 0.96人(2011) 
●目標４：５歳未満児の死亡数（1,000人あたり） ··································································································170.7人(1990) 56.7人(2012) 
●目標５：妊産婦の死亡数（出生児10万人あたり） ·································································································1,200人(1990) 300人(2010) 
●目標６：15～49歳のHIV感染率（100人あたりの年間新規感染者数の推定値） ··················································      － － 
●目標７：改良飲料水源を継続して利用できる人口の割合 ························································································ 52.8％(1995) 69.1％(2011) 

出典）Millennium Development Indicators (The Official United Nations Site for the MDG Indicators) 
 
東ティモールに対する我が国ODA概要  

１．概要 
我が国は、オーストラリア、EU、ポルトガルと共に、東ティモールに対する 4 大援助国の一つである。我が

国の同国に対する経済協力は 1999 年 12 月の第 1 回東ティモール支援国会合で 1 億 3 千万ドルの支援を表明
して以来、同国の社会資本の構築、人材育成等を通じて同国の発展に大きく貢献してきた。2012 年 3 月には、
同国初の円借款事業であり、同国初の対外借入である「国道 1 号線整備計画」に関する交換公文の署名を行っ
た。 

２．意義 
東ティモールは、21 世紀最初の独立国家であり、現在、紛争からの復興期を脱して本格的な国づくりに着手

している。同国の安定と発展は東南アジア地域の安定と繁栄にとって重要であり、同国の持続的な経済発展、
国内の格差是正、平和の定着等の課題に対して我が国が支援を行うことは重要である。 

３．基本方針 
東ティモールが 2011 年 7 月に発表した、今後 20 年間の開発目標を定めた「戦略開発計画」（Strategic 

Development Plan: SDP）を踏まえ、東南アジア地域の安定と繁栄、および人間の安全保障の観点から、「経
済活動活性化のための基盤づくり」、「農業・農村開発」および「政府・公共セクターの能力向上」の 3 つを
支援の重点分野とし、特に「経済活動活性化のための基盤づくり」に重点を置いた支援を展開する。 

４．重点分野 
（１）経済活動活性化のための基盤づくり：東ティモールが今後安定的に発展していくための最大の課題である経

済活動の活性化のため、ソフト面を含めたインフラ整備や産業人材の育成に関する支援を重点的に行う。 
（２）農業・農村開発：東ティモールにおける雇用促進、貧困削減および食料安全保障のため、同国の主要産業で

ある農業セクターについて、生産性および食料自給率の向上、アグリビジネスの促進のための支援を行う。 
（３）政府・公共セクターの能力向上：東ティモールの開発目標達成にとって大きなボトルネックとなっている国

家体制・制度の未整備および人材不足を改善するため、政府の政策立案・実施、法律起草能力や社会サービスの
向上に係る人材育成・制度整備支援、ASEAN加盟に向けた支援を行う。 
  

   (単位：億円） 

年 度 円借款 無償資金協力 技術協力 

2009 年度 － 25.26 6.34(6.20) 

2010 年度 － 15.70 7.20(7.08) 

2011 年度 52.78 3.94 7.39(7.24) 

2012 年度 － 2.40 8.94(8.74) 

2013 年度 － 5.56 10.69 

累 計 52.78 217.38 95.16(93.90) 
※脚注参照 
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表－2 我が国の年度別・形態別実績詳細（表ー1 の詳細） 
   (単位：億円) 
年 度 円借款 無償資金協力 技術協力 

2011 年度  52.78 億円 
・国道 1 号線整備計画 (52.78) 

 3.94 億円 
・ モ ラ 橋 梁 建 設 計 画 （ 国 債 4/4 ）

 (1.30) 
・民主的な国政選挙による平和構築計画
（ＵＮＤＰ連携） (1.35) 

・日本NGO連携無償(2 件) (0.70) 
・草の根・人間の安全保障無償(7 件)

 (0.59) 

 

2012 年度  な し  2.40 億円 
・モラ橋護岸計画（詳細設計） (0.26) 
・日本NGO連携無償(4 件) (1.31) 
・草の根文化無償(1 件) (0.09) 
・草の根・人間の安全保障無償(9 件)

 (0.74) 

 

2013 年度  な し  5.56 億円 
・モラ橋護岸計画(国債 1/3) (0.62) 
・効果的で利用しやすい司法制度、社会

対話及び警察サービスによる平和構築
支援計画（ＵＮＤＰ連携） (2.63) 

・ブルト灌漑施設改修計画(国債 1/3)
 (0.29) 

・日本NGO連携無償(4 件) (1.04) 
・草の根・人間の安全保障無償(10 件)

 (0.98) 

・ 地 域 警 察 確 立 支 援 プ ロ ジ ェ ク ト
 [13.04～17.03] 

2013 年度 
までの累計 52.78 億円 217.38 億円 

95.16 億円(93.90 億円) 
研修員受入 1,743 人 
専門家派遣 731 人 

注）１．表ー1 注釈同様 
２．技術協力においては､2011 年度以降に開始され 2013 年 4 月の時点で継続中の技術協力プロジェクト案件のみを掲載している。案件の［ ］内は、協力期間。 

 

表－3 我が国の対東ティモール援助形態別実績（OECD/DAC 報告基準） 
（支出純額ベース、単位：百万ドル） 

暦 年 有 償 資 金 協 力  無償資金協力 技 術 協 力 合 計 

2009 年 － 5.07  6.81 11.88 

2010 年 － 20.39 (4.07) 7.28 27.67 

2011 年 － 18.08 (1.69) 8.78 26.86 

2012 年 0.01 7.48  11.35 18.84 

2013 年 1.71 8.72  11.74 22.17 

累 計 1.72 174.31 (19.83) 89.12 265.15 

出典）OECD/DAC 
注） 1．国際機関を通じた贈与については、2006年より、拠出時に供与先の国が明確であるものについては各被援助国への援助として

「無償資金協力」へ計上することとしている。また、OECD/DAC事務局の指摘に基づき、2011年には無償資金協力に計上する
国際機関を通じた贈与の範囲を拡大した。（ ）内は、国際機関を通じた贈与の実績（内数）。 

 2．有償資金協力および無償資金協力は、これまでに交換公文で決定した約束額のうち当該暦年中に実際に供与された金額（有償資
金協力については、東ティモール側の返済金額を差し引いた金額）。 

 3．有償資金協力の累計は、為替レートの変動によりマイナスになることがある。 
 4．技術協力は、JICAによるもののほか、関係省庁および地方自治体による技術協力を含む。 

 

表－4 諸外国の対東ティモール経済協力実績 
（支出総額ベース、単位：百万ドル） 

暦 年 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 うち日本 合  計 

2008 年 オーストラリア 74.48 ポルトガル 38.99 米国 32.74 日本 26.45 スペイン 13.96 26.45 230.29 

2009 年 オーストラリア 60.71 ポルトガル 34.64 米国 29.07 日本 11.88 スペイン 10.82 11.88 183.02 

2010 年 オーストラリア 124.01 ポルトガル 33.66 日本 27.67 米国 27.34 ドイツ 9.42 27.67 258.19 

2011 年 オーストラリア 103.87 米国 36.63 ポルトガル 27.65 日本 26.86 ノルウェー 8.17 26.86 243.56 

2012 年 オーストラリア 107.48 米国 21.79 ポルトガル 19.72 日本 18.83 ニュージーランド 8.32 18.83 210.69 

出典）OECD/DAC 

 

表－5 国際機関の対東ティモール経済協力実績 
（支出総額ベース、単位：百万ドル） 

暦 年 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 そ の 他 合  計 

2008年 EU Institutions 27.37 ADB Sp. Fund 6.35 IDA 4.78 UNDP 2.51 UNFPA 1.99 4.20 47.20 

2009年 EU Institutions 10.26 GFATM 7.60 ADB Sp. Fund 4.20 IDA 3.81 UNFPA 2.68 4.83 33.38 

2010年 EU Institutions 14.55 GFATM 4.81 IDA 4.40 UNFPA 3.06 UNDP 2.19 3.88 32.89 

2011年 EU Institutions 18.25 GFATM 3.68 ADB Sp. Fund 2.99 UNFPA 2.75 UNDP 1.77 6.21 35.65 

2012年 EU Institutions 34.84 ADB Sp. Fund 9.55 IDA 9.18 GFATM 8.83 UNFPA 2.62 7.13 72.15 

出典）OECD/DAC 
注）順位は主要な国際機関についてのものを示している。 

 

表－6 実施済および実施中の開発計画調査型技術協力案件（開発調査案件を含む）（開始年度が 2009 年度以降のもの） 
案 件 名 協 力 期 間 

農産物加工・流通業振興計画調査 09.04～11.12 
農業マスタープラン・灌漑開発計画策定プロジェクト 13.09～15.05 

出典）JICA 

 

表－7 2013 年度実施協力準備調査案件 

案 件 名 協 力 期 間 
ブルト灌漑施設改修計画準備調査 12.10～13.07 
コモロ川上流新橋建設計画準備調査 13.04～14.03 

出典）JICA 
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表－2 我が国の年度別・形態別実績詳細（表ー1 の詳細） 
   (単位：億円) 
年 度 円借款 無償資金協力 技術協力 

2011 年度  52.78 億円 
・国道 1 号線整備計画 (52.78) 

 3.94 億円 
・ モ ラ 橋 梁 建 設 計 画 （ 国 債 4/4 ）

 (1.30) 
・民主的な国政選挙による平和構築計画
（ＵＮＤＰ連携） (1.35) 

・日本NGO連携無償(2 件) (0.70) 
・草の根・人間の安全保障無償(7 件)

 (0.59) 

 

2012 年度  な し  2.40 億円 
・モラ橋護岸計画（詳細設計） (0.26) 
・日本NGO連携無償(4 件) (1.31) 
・草の根文化無償(1 件) (0.09) 
・草の根・人間の安全保障無償(9 件)

 (0.74) 

 

2013 年度  な し  5.56 億円 
・モラ橋護岸計画(国債 1/3) (0.62) 
・効果的で利用しやすい司法制度、社会

対話及び警察サービスによる平和構築
支援計画（ＵＮＤＰ連携） (2.63) 

・ブルト灌漑施設改修計画(国債 1/3)
 (0.29) 

・日本NGO連携無償(4 件) (1.04) 
・草の根・人間の安全保障無償(10 件)

 (0.98) 

・ 地 域 警 察 確 立 支 援 プ ロ ジ ェ ク ト
 [13.04～17.03] 

2013 年度 
までの累計 52.78 億円 217.38 億円 

95.16 億円(93.90 億円) 
研修員受入 1,743 人 
専門家派遣 731 人 

注）１．表ー1 注釈同様 
２．技術協力においては､2011 年度以降に開始され 2013 年 4 月の時点で継続中の技術協力プロジェクト案件のみを掲載している。案件の［ ］内は、協力期間。 

 

表－3 我が国の対東ティモール援助形態別実績（OECD/DAC 報告基準） 
（支出純額ベース、単位：百万ドル） 

暦 年 有 償 資 金 協 力  無償資金協力 技 術 協 力 合 計 

2009 年 － 5.07  6.81 11.88 

2010 年 － 20.39 (4.07) 7.28 27.67 

2011 年 － 18.08 (1.69) 8.78 26.86 

2012 年 0.01 7.48  11.35 18.84 

2013 年 1.71 8.72  11.74 22.17 

累 計 1.72 174.31 (19.83) 89.12 265.15 

出典）OECD/DAC 
注） 1．国際機関を通じた贈与については、2006年より、拠出時に供与先の国が明確であるものについては各被援助国への援助として

「無償資金協力」へ計上することとしている。また、OECD/DAC事務局の指摘に基づき、2011年には無償資金協力に計上する
国際機関を通じた贈与の範囲を拡大した。（ ）内は、国際機関を通じた贈与の実績（内数）。 

 2．有償資金協力および無償資金協力は、これまでに交換公文で決定した約束額のうち当該暦年中に実際に供与された金額（有償資
金協力については、東ティモール側の返済金額を差し引いた金額）。 

 3．有償資金協力の累計は、為替レートの変動によりマイナスになることがある。 
 4．技術協力は、JICAによるもののほか、関係省庁および地方自治体による技術協力を含む。 

 

表－4 諸外国の対東ティモール経済協力実績 
（支出総額ベース、単位：百万ドル） 

暦 年 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 うち日本 合  計 

2008 年 オーストラリア 74.48 ポルトガル 38.99 米国 32.74 日本 26.45 スペイン 13.96 26.45 230.29 

2009 年 オーストラリア 60.71 ポルトガル 34.64 米国 29.07 日本 11.88 スペイン 10.82 11.88 183.02 

2010 年 オーストラリア 124.01 ポルトガル 33.66 日本 27.67 米国 27.34 ドイツ 9.42 27.67 258.19 

2011 年 オーストラリア 103.87 米国 36.63 ポルトガル 27.65 日本 26.86 ノルウェー 8.17 26.86 243.56 

2012 年 オーストラリア 107.48 米国 21.79 ポルトガル 19.72 日本 18.83 ニュージーランド 8.32 18.83 210.69 

出典）OECD/DAC 

 

表－5 国際機関の対東ティモール経済協力実績 
（支出総額ベース、単位：百万ドル） 

暦 年 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 そ の 他 合  計 

2008年 EU Institutions 27.37 ADB Sp. Fund 6.35 IDA 4.78 UNDP 2.51 UNFPA 1.99 4.20 47.20 

2009年 EU Institutions 10.26 GFATM 7.60 ADB Sp. Fund 4.20 IDA 3.81 UNFPA 2.68 4.83 33.38 

2010年 EU Institutions 14.55 GFATM 4.81 IDA 4.40 UNFPA 3.06 UNDP 2.19 3.88 32.89 

2011年 EU Institutions 18.25 GFATM 3.68 ADB Sp. Fund 2.99 UNFPA 2.75 UNDP 1.77 6.21 35.65 

2012年 EU Institutions 34.84 ADB Sp. Fund 9.55 IDA 9.18 GFATM 8.83 UNFPA 2.62 7.13 72.15 

出典）OECD/DAC 
注）順位は主要な国際機関についてのものを示している。 

 

表－6 実施済および実施中の開発計画調査型技術協力案件（開発調査案件を含む）（開始年度が 2009 年度以降のもの） 
案 件 名 協 力 期 間 

農産物加工・流通業振興計画調査 09.04～11.12 
農業マスタープラン・灌漑開発計画策定プロジェクト 13.09～15.05 

出典）JICA 

 

表－7 2013 年度実施協力準備調査案件 

案 件 名 協 力 期 間 
ブルト灌漑施設改修計画準備調査 12.10～13.07 
コモロ川上流新橋建設計画準備調査 13.04～14.03 

出典）JICA 
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表－8 2013 年度草の根・人間の安全保障無償資金協力案件 

案 件 名 
エルメラ県アツサベ準県バボイ・クライク村における上水道施設改修計画 
ラウテム県ロスパロス準県レウロ村における上水道施設改修計画 
リキサ県バザールテテ準県モタウルン村における公衆衛生環境改善計画 
コバリマ県スアイ準県デボス村小中一貫校校舎建設計画 
ディリ県マンレウアナ村小中一貫校校舎建設計画 
ディリ県アタウロ準県ヴィラ・マウメタ村およびベロイ村における給水施設建設計画 
ビケケ県ウァトカルバウ準県及びビケケ準県の２村における給水施設改善計画 
マヌファヒ県ファトバリウ準県クラクック村における手動式ポンプ給水設備設置計画 
オエクシ県オエシロ準県ウシ・タサエ村における灌漑用水路拡張計画 
ラウテム県ロスパロス準県フィロロ村における中学校改修計画 
 

 

 

 
※注) 1. 年度の区分および金額は原則、円借款および無償資金協力は交換公文ベース、技術協力は予算年度の経費実績ベースによる。 

2. 2009年～2012年度の技術協力においては、日本全体の技術協力の実績であり、2013年度の日本全体の実績については集計中であるため、JICA実績のみを示している。 
(  )内はJICAが実施している技術協力の実績および累計となっている。 

[6] フィリピン 

主要経済指標等（2012年） 表－1 我が国の対フィリピン援助形態別実績（年度別） 
●人口 ······································································· 9,671万人 
●ＧＮＩ総額 ·················································· 2,985.81億ドル 
●ＧＮＩ一人あたり ················································ 2,950ドル 
●経済成長率 ····································································· 6.8％ 
●失業率············································································· 7.0％ 
●対外債務残高 ·················································· 613.90億ドル 
●援助受取総額（支出純額） ································ 0.05億ドル 
●ＤＡＣ分類 ···························································· 低中所得国 
●世界銀行分類 ················································· iii／低中所得国 
出典）WDI（世界銀行）等。詳細は解説参照 
 

ミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）代表的な指標 過去データ 最新データ 
●目標１：１日1.25ドル未満で生活する人々の割合 ··································································································· 30.7％(1991) 18.4％(2009) 
●目標２：初等教育における純就学率 ··························································································································· 98.4％(1990) 88.6％(2009) 
●目標３：初等教育における男子生徒に対する女子生徒の比率（男子を１とした時の女子の人数） ··················· 0.99人(1990) 0.98人(2009) 
●目標４：５歳未満児の死亡数（1,000人あたり） ···································································································· 58.5人(1990) 29.8人(2012) 
●目標５：妊産婦の死亡数（出生児10万人あたり） ···································································································· 170人(1990) 99人(2010) 
●目標６：15～49歳のHIV感染率（100人あたりの年間新規感染者数の推定値） ················································ 0.01人(2001) 0.01人(2011) 
●目標７：改良飲料水源を継続して利用できる人口の割合 ························································································ 84.8％(1990) 92.4％(2011) 

出典）Millennium Development Indicators (The Official United Nations Site for the MDG Indicators) 
 
フィリピンに対する我が国ODA概要  

１．概要 
我が国にとってフィリピンは有数のODA受取国であり、また、フィリピンにとって我が国は最大のODA供与

国となっている。我が国のODAは大きな成果を上げてきており、フィリピンの近年の経済成長に伴う財政負担
能力の向上も踏まえつつ、無償資金協力は絞り込み、円借款及び技術協力を中心として実施されている。 

２．意義 
フィリピンは、海上交通路の要衝に位置し、地政学上および地域安全保障上重要な国である。また、東南ア

ジア諸国の中で我が国から最も近い国であるフィリピンの持続的発展は、我が国を始めとする東アジア地域の
安定と発展に資することから、日・フィリピン経済連携協定とともに、ODAを効果的に用いることで、経済関
係、人的交流等様々な分野で日比関係を強化していく必要がある。 

３．基本方針 
日・フィリピン間の「戦略的パートナーシップ」をさらに強化するため、「フィリピン開発計画（2011～2016

年）」が目標としている「包摂的成長の実現」に向けた支援を援助の基本方針としている。 
４．重点分野 
（１）投資促進を通じた持続的経済成長：大首都圏を中心とした運輸・交通網整備、エネルギー、水環境などのイ

ンフラ整備、行政能力の向上、海上安全の確保、産業人材育成などに対する支援を実施する。 
（２）脆弱性の克服と生活・生産基盤の安定：自然災害の多いフィリピンにおいて、特に同国の経済活動に対する

各種リスクに対する影響を最小化するための支援を実施する。 
（３）ミンダナオにおける平和と開発：ミンダナオ和平合意を踏まえ、新自治政府設立へのスムーズな移行に向け

た支援を実施する。 
  

   (単位：億円） 

年 度 円借款 無償資金協力 技術協力 

2009 年度 680.38 56.30 67.80(50.15) 

2010 年度 507.59 20.16 49.98(44.34) 

2011 年度 682.63 58.48 65.85(58.34) 

2012 年度 618.09 36.28 58.31(45.35) 

2013 年度 687.32 108.03 51.75 

累 計 24,209.20 2,759.77 2,253.77(2,134.81) 
※脚注参照 
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主な

ブルト灌漑施設改修計画(13)

コモロ川上流新橋建設計画(詳細設計)(14)

モラ橋護岸計画(12)(13)

地域警察確立支援プロジェクト(13)


